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高等学校等就学支援金の受給資格認定について

　高等学校等就学支援金の受給資格について，大阪府教育長より下記のとおり通知があり
ましたので，お知らせします。

記

　高等学校等就学支援金の支給に関する法律第４条の規定に基づく貴殿からの申請につい
ては，下記の理由により却下されました。

（理由）
所得要件を満たさないため。※課税情報の更新等により、所得要件を満たすこととな
る場合には、就学支援金の受給が可能となります（課税情報の更新は、毎年6月～7月
頃行われます）。受給するには、再度、受給資格認定の申請が必要です。

1　この決定に不服がある場合には，この決定があったことを知った日の翌日から起算
して3月以内に，文部科学大臣に対して審査請求をすることができます(なお，この決定
があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても，この決定の日の翌日
から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

　まず，審査請求を行う前に，却下に至った事実関係について，下記都道府県担当者ま
で確認してください。
大阪府教育庁私学課就学支援金担当
　電話 06-6941-0351(代)

　その上で，審査請求を行う場合は，文部科学省高校修学支援室まで，審査請求の方法
等についてお問い合わせください。
文部科学省初等中等教育局財務課高校修学支援室
　電話　０３（５２５３）４１１１

2　この決定については，この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内
に，大阪府を被告として(訴訟において大阪府を代表する者は，教育委員会または知事
となります。)，処分の取消しの訴えを提起することができます(なお，この決定があっ
たことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても，この決定の日の翌日から起
算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。た
だし，上記1の審査請求をした場合には，当該審査請求に対する裁決があったことを知
った日の翌日から起算して6月以内に，処分の取消しの訴えを提起することができます(
なお，当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内
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